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（２）令和５年４月１日付け組織改正について 

１ 組織改正の概要 

 (1) 企画振興部企画振興課業務分担の再構築 

企画振興部企画振興課の「広報統計係」を廃止し、広報業務と統計業務をそれ

ぞれ次のとおり移管します。 

   ア 広報業務 【移住定住・シティプロモーション係】 

   イ 統計業務 【企画政策係】 

【企画振興部】 

 （現行）              （改正後） 

 
企画振興課 

  
企画政策係 

 
企画振興課 

  
企画政策係 

      
          

 
 

  
広報統計係 

 
 

  移住定住・シティプ

ロモーション係      
        

  
 

  移住定住・シティ

プロモーション係 

 
 

 
 

    

(2) 脱炭素化対策を推進するための組織体制の構築 

市民生活部生活環境課の「環境対策係」を「ゼロカーボン推進係」に名称を変

更し、公害及び環境衛生等の業務を生活安全係に移管します。 

【市民生活部】 

（現行）              （改正後） 

 
生活環境課 

  
生活安全係 

 
生活環境課 

  
生活安全係 

      
          

 
 

  
環境対策係 

 
 

  
ゼロカーボン推進係 

      
          

 
 

  クリーンリサイ

クル係 

 
 

  クリーンリサイクル

係       

 (3) 子どもサポートセンターの組織再編による機能強化 

ア 健康福祉部の「子ども家庭支援室」を「子ども家庭支援課」に変更し、子

ども家庭支援課に「子ども政策係」を新設します。（各係の主な業務は次の

とおりです。） 

 (ｱ) 【子 ど も 政 策 係】子ども政策、企画調整、子どもサポートセンター

管理・運営 

(ｲ) 【子ども家庭支援係】子ども家庭相談、子育て・子育ち支援、児童福祉 

イ 「子育て支援課」を「保育課」に名称を変更し、子育て支援課の「子育て

支援係」を廃止します。 
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【健康福祉部】 

（現行）              （改正後） 

 
子育て支援課 

  
子育て支援係 

 
保育課 

  
保育係 

      
          

 
 

  
保育係 

 
 

  
公立５保育園 

    
         

 

 

  
公立５保育園 

    

       
         
 子ども家庭支援

室 

  
子ども家庭支援係 

 子ども家庭支援

課 

  
子ども政策係       

          
 

 
  

 
 

 
  

子ども家庭支援係 
      

 

(4) 産業経済部業務分担の再構築 

産業経済部の「６次産業化推進室」を廃止し、農林課に「農産物振興係」を新

設します。（係の主な業務は次のとおりです。） 

  【農産物振興係】６次産業化・農商工連携、農産物マーケティング・ブランド

化、地産地消 

【産業経済部】 

（現行）              （改正後） 

 
農林課 

  
農政係 

 
農林課 

  
農政係 

      
          

 
 

  
担い手支援係 

 
 

  
担い手支援係 

    
          

 

 

  
耕地林務係 

    
耕地林務係 

       
         
        

農産物振興係 
       
         
 6 次産業化推進

室 

  6 次産業化推進

係 
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 (5) 教育部教育課業務分担の再構築 

教育部教育課学校教育係の学校施設等の業務を青少年教育係に移管し、「青少

年教育係」を「学校施設・青少年教育係」に名称を変更します。（各係の主な業

務は次のとおりです。） 

ア 【学 校 教 育 係】学校教育全般、教育相談、教育委員会庶務 

イ 【学校施設・青少年教育係】学校施設、学校給食、青少年育成、児童 

 館、児童クラブ 

【教育部】 

（現行）              （改正後） 

 
教育課 

  
学校教育係 

 
教育課 

  
学校教育係 

      
          

 
 

  
青少年教育係 

 
 

  学校施設・青少年

教育係       
          

 
 

  学校人権同和教育

係 

 
 

  学校人権同和教育

係       

 

 

２ 実施時期  令和５年４月 1日 

 

３ その他  課及び係の新設・変更のため、組織規則の改正により対応します。 

 

 

 


